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計画の策定趣旨 

本計画は、第 4 次所沢市障害者支援計画（平成 30 年度〜令和 2 年度）の基
本理念を継承しつつも、所沢市を取り巻く状況を踏まえ、「共生社会」の実現を
目指し、本市における障害者施策を総合的に推進するために策定するものです。 

計画の性格と位置づけ 

本計画は、「所沢市障害者計画*1」と「所沢市障害福祉計画*2」、「所沢市障害
児福祉計画*3」を一体化したものです。 

本計画は、「所沢市総合計画」を上位計画に位置付け、国や埼玉県の計画、「所
沢市地域福祉計画」等と整合性を保ちながら、所沢市の障害者施策の基本方針
と施策展開の方向性を明らかにするものです。 

＊1 障害者基本法に基づく「市町村障害者計画」であり、障害者の保健・医療・福祉・教育・
就労・まちづくり等に関する計画として位置付けられています。 

＊2 障害者総合支援法に基づく「市町村障害福祉計画」であり、障害福祉サービス等の提供
体制の整備に関する実施計画として位置付けられています。 

＊3 児童福祉法に基づく「市町村障害児福祉計画」であり、障害児通所支援等の提供体制の
整備に関する実施計画として位置付けられています。 
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計画の期間 

この計画の期間は令和 3 年度から令和 5 年度までの 3 年間とし、計画最終年
度に次期に向けた見直しを行います。 

  

計画の対象 

この計画は、身体障害、知的障害、精神障害（発達障害、高次脳機能障害を
含む。以下同じ。）、難病等があり、日常生活や社会生活において支援を必要と
するすべての人を対象とします。 

基本理念 

第 4 次所沢市障害者支援計画では、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合
い、人々の多様なあり方を相互に認め合える全員参加型の社会である「共生社
会」の実現を目指し、「ふれあい 寄り添い 支え合い 共に生きるまち ところざ
わ」を基本理念に掲げました。本計画においても、障害者施策を継続して推進
していくために、第 4 次所沢市障害者支援計画の基本理念を継承します。 

 

 

基本的な考え方 

基本理念を実現するために、次の３つの観点から計画を推進します。 

● 障害者の自立と社会参加の促進 
● 障害特性に応じたきめ細かな支援 
● 地域共生社会の実現に向けた環境整備 
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1 
 

（１）計画の基本的事項 

 

計画の策定趣旨 

本計画は、第 4 次所沢市障害者支援計画（平成 30 年度から令和 2 年度）の基本理念を継承しつつも、所沢市を取り巻く

状況を踏まえ、共生社会の実現を目指し、本市における障害者施策を総合的に推進するために策定するものです。 

 

計画の性格と位置づけ 

本計画は、所沢市障害者計画と所沢市障害福祉計画、所沢市障害児福祉計画を一体化したものです。 

本計画は、所沢市総合計画を上位計画に位置付け、国や埼玉県の計画、所沢市地域福祉計画とうと整合性を保ちながら、

所沢市の障害者施策の基本方針と施策展開の方向性を明らかにするものです。 

 

所沢市障害者計画は、障害者基本法に基づく市町村障害者計画であり、障害者の保健・医療・福祉・教育・就労・まち

づくりとうに関する計画として位置付けられています。 

所沢市障害福祉計画は、障害者総合支援法に基づく市町村障害福祉計画であり、障害福祉サービスとうの提供体制の整

備に関する実施計画として位置付けられています。 

所沢市障害児福祉計画は、児童福祉法に基づく市町村障害児福祉計画であり、障害児通所支援とうの提供体制の整備に

関する実施計画として位置付けられています。 

  



 
 

1 
 

計画の策定趣旨 

本計画は、第 4 次所沢市障害者支援計画（平成 30 年度〜令和 2 年度）の基
本理念を継承しつつも、所沢市を取り巻く状況を踏まえ、「共生社会」の実現を
目指し、本市における障害者施策を総合的に推進するために策定するものです。 

計画の性格と位置づけ 

本計画は、「所沢市障害者計画*1」と「所沢市障害福祉計画*2」、「所沢市障害
児福祉計画*3」を一体化したものです。 

本計画は、「所沢市総合計画」を上位計画に位置付け、国や埼玉県の計画、「所
沢市地域福祉計画」等と整合性を保ちながら、所沢市の障害者施策の基本方針
と施策展開の方向性を明らかにするものです。 

＊1 障害者基本法に基づく「市町村障害者計画」であり、障害者の保健・医療・福祉・教育・
就労・まちづくり等に関する計画として位置付けられています。 

＊2 障害者総合支援法に基づく「市町村障害福祉計画」であり、障害福祉サービス等の提供
体制の整備に関する実施計画として位置付けられています。 

＊3 児童福祉法に基づく「市町村障害児福祉計画」であり、障害児通所支援等の提供体制の
整備に関する実施計画として位置付けられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

（１）計画の基本的事項 

総合計画 

 

保
健
医
療
計
画 

 

そ
の
他
関
連
計
画 

障
害
者
支
援
計
画 

障
害
者
計
画 

障
害
福
祉
計
画 

障
害
児
福
祉
計
画 

障害者基本計画（国）、障害福祉計画（国）、埼玉県障害者支援計画 

所沢市 

子
ど
も
・
子
育
て 

支
援
事
業
計
画 

高
齢
者
福
祉
計
画
・ 

介
護
保
険
事
業
計
画

地域福祉計画 
（高齢者、障害者、児童等の福祉の各分野における共通的な事項を横断的に取り組む） 

 
 

2 
 

 

 

 

計画の期間 

この計画の期間は令和 3 年度から令和 5 年度までの 3 年間とし、計画最終年
度に次期に向けた見直しを行います。 

  

計画の対象 

この計画は、身体障害、知的障害、精神障害（発達障害、高次脳機能障害を
含む。以下同じ。）、難病等があり、日常生活や社会生活において支援を必要と
するすべての人を対象とします。 

基本理念 

第 4 次所沢市障害者支援計画では、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合
い、人々の多様なあり方を相互に認め合える全員参加型の社会である「共生社
会」の実現を目指し、「ふれあい 寄り添い 支え合い 共に生きるまち ところざ
わ」を基本理念に掲げました。本計画においても、障害者施策を継続して推進
していくために、第 4 次所沢市障害者支援計画の基本理念を継承します。 

 

 

基本的な考え方 

基本理念を実現するために、次の３つの観点から計画を推進します。 

● 障害者の自立と社会参加の促進 
● 障害特性に応じたきめ細かな支援 
● 地域共生社会の実現に向けた環境整備 

 

 平成 
30 年度 

令和 
元年度 

令和 
2 年度 

令和 
3 年度 

令和 
4 年度 

令和 
5 年度 

令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

所 沢 市 
障 害 者 
支援計画 

  
計画の
見直し   

計画の
見直し   

計画の
見直し 

 

第 4次計画 第 5 次計画 第 6次計画 

2

ふれあい 寄り添い 支え合い 共に生きるまち ところざわ 

2 
 

計画の期間 

この計画の期間は令和3年度から令和5年度までの3年間とし、計画最終年度に次期に向けた見直しを行います。 

 

計画の対象 

この計画は、身体障害、知的障害、精神障害、難病とうがあり、日常生活や社会生活において支援を必要とするすべて

の人を対象とします。なお、本書では、精神障害には、発達障害と高次脳機能障害を含みます。 

 

基本理念 

第4次所沢市障害者支援計画では、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様なあり方を相互に認め合える

全員参加型の社会である共生社会の実現を目指し、ふれあい 寄り添い 支え合い 共に生きるまち ところざわ を

基本理念に掲げました。 

本計画においても、障害者施策を継続して推進していくために、第4次所沢市障害者支援計画の基本理念を継承します。 

 

基本的な考え方 

基本理念を実現するために、障害者の自立と社会参加の促進、障害特性に応じたきめ細かな支援、地域共生社会の実現

に向けた環境整備の３つの観点から計画を推進します。 

 

  



 
 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）計画の施策体系の全体図 

大柱 

差別解消と権利擁護の推進 

中柱 
（１）差別解消の推進 

（２）権利擁護の推進と虐待の防⽌ 

社会参加の促進と協働の推進 
（１）社会参加の促進 

（２）市⺠協働（相互理解）の推進 

福祉サービス等の充実 
（１）⾃⽴した⽣活に向けた支援の充実 

（２）福祉サービス等の充実 

支援体制の充実 

（１）相談支援の充実 

（２）地域の支援体制の充実 

（３）重度障害者支援体制の充実 

保健医療の充実 
（１）予防・治療の充実 

（２）保健事業の推進 

（３）地域の保健医療体制の充実 

育ちと学びの充実 
（１）幼児期における教育・保育の充実 

（２）インクルーシブ教育システムの推進 

（３）⽣涯を通じた多様な学習活動の充実 

雇用・就労の促進 
（１）雇用の場の創出 

（２）就労の実現と職場定着に向けた支援 

情報アクセシビリティの向上 
（１）情報提供の充実 

（２）意思疎通支援の充実 

安全・安心なまちづくり 
（１）総合的な福祉のまちづくりの推進 

（２）防災・防犯体制の整備 

基本理念 
ふれあい 寄り添い 支え合い 
共に生きるまち ところざわ 
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中柱  小柱 

小柱 
➀差別解消の推進 

➀権利擁護の推進 ②虐待の防⽌ 

➀社会活動への参加⽀援 ②障害者団体への⽀援 

➀啓発・広報活動の充実 ②ボランティア活動の促進 ③地域交流活動の促進 

➀⽣活環境の整備 ②意思決定⽀援の推進 ③経済的⾃⽴の促進 

➀障害者向けサービスの充実 ②障害児向けサービスの充実  

③社会情勢に応じた障害福祉サービスの提供 

➀総合的な相談体制の確⽴ ②ケアマネジメントの充実 

➀精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ②地域⽣活⽀援拠点の整備 

③サービスの質の向上 

➀医療的ケアに対応可能な体制の整備 ②重度障害者への⽀援 ③施設入所⽀援 

➀障害の予防・早期発⾒体制の充実 ②障害の治療・軽減・補完施策の充実 

➀健康づくりの充実 ②保健事業の充実 

➀地域医療の充実 ②精神保健体制の充実 

➀教育・保育環境の整備 

➀教育体制の整備 ②教育環境の整備 

➀学習機会・内容の充実 

➀障害者雇用の促進と就業機会の確保 

➀就労に向けた⽀援 ②福祉的就労の充実 

➀⾏政情報のアクセシビリティ向上 ②情報提供の充実 

➀コミュニケーション⽀援体制の充実 

➀福祉のまちづくりの推進 ②住宅環境の整備 ③移動しやすい環境の整備 

➀情報提供の充実 ②防災体制の整備 ③災害時の応急体制の整備 ④防犯体制の充実 

基本的な考え方 
〇障害者の⾃⽴と社会参加の促進 
〇障害特性に応じたきめ細かな支援 
〇地域共生社会の実現に向けた環境整備 
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第１節 施策体系

基本理念 ふれあい  寄り添い  ⽀え合い
共に⽣きるまち  ところざわ

基本的な考え⽅基本的な考え⽅
〇障害者の⾃⽴と社会参加の促進
〇障害特性に応じたきめ細かな⽀援
〇地域共⽣社会の実現に向けた環境整備

〇障害者の⾃⽴と社会参加の促進
〇障害特性に応じたきめ細かな⽀援
〇地域共⽣社会の実現に向けた環境整備
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（２）計画の施策体系の全体図 

基本理念 ふれあい 寄り添い 支え合い 共に生きるまち ところざわ 

 

基本的な考え方 

障害者の自立と社会参加の促進 

障害特性に応じたきめ細かな支援 

地域共生社会の実現に向けた環境整備 

 

おおばしら１番 差別解消と権利擁護の推進 

ちゅうばしら （１）差別解消の推進  

こばしら ①差別解消の推進 

ちゅうばしら （２）権利擁護の推進と虐待の防止、こばしら ①権利擁護の推進、②虐待の防止 

 

おおばしら２番 社会参加の促進と協働の推進 

ちゅうばしら （１）社会参加の促進、こばしら ①社会活動への参加支援、②障害者団体への支援 

ちゅうばしら （２）市民協働（相互理解）の推進、こばしら ①啓発・広報活動の充実、②ボランティア活動の促進 

③地域交流活動の促進 

 

おおばしら３番 福祉サービスとうの充実 

ちゅうばしら （１）自立した生活に向けた支援の充実、こばしら ①生活環境の整備、②意思決定支援の推進 ③経

済的自立の促進 

ちゅうばしら （２）福祉サービスとうの充実、こばしら ①障害者向けサービスの充実、②障害児向けサービスの充

実、③社会情勢に応じた障害福祉サービスの提供 

 

おおばしら４番 支援体制の充実 

ちゅうばしら （１）相談支援の充実、こばしら ①総合的な相談体制の確立、②ケアマネジメントの充実 

ちゅうばしら （２）地域の支援体制の充実、こばしら ①精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、②地

域生活支援拠点の整備 ③サービスの質の向上 

ちゅうばしら （３）重度障害者支援体制の充実、こばしら ①医療的ケアに対応可能な体制の整備、②重度障害者へ

の支援、③施設入所支援 

 

おおばしら５番 保健医療の充実 

ちゅうばしら （１）予防・治療の充実、こばしら ①障害の予防・早期発見体制の充実、②障害の治療・軽減・補完

施策の充実 

ちゅうばしら （２）保健事業の推進、こばしら ①健康づくりの充実、②保健事業の充実 

ちゅうばしら （３）地域の保健医療体制の充実、こばしら ①地域医療の充実、②精神保健体制の充実 
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小柱 
➀差別解消の推進 

➀権利擁護の推進 ②虐待の防⽌ 

➀社会活動への参加支援 ②障害者団体への支援 

➀啓発・広報活動の充実 ②ボランティア活動の促進 ③地域交流活動の促進 

➀⽣活環境の整備 ②意思決定支援の推進 ③経済的⾃⽴の促進 

➀障害者向けサービスの充実 ②障害児向けサービスの充実  

③社会情勢に応じた障害福祉サービスの提供 

➀総合的な相談体制の確⽴ ②ケアマネジメントの充実 

➀精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ②地域⽣活支援拠点の整備 

③サービスの質の向上 

➀医療的ケアに対応可能な体制の整備 ②重度障害者への支援 ③施設入所支援 

➀障害の予防・早期発⾒体制の充実 ②障害の治療・軽減・補完施策の充実 

➀健康づくりの充実 ②保健事業の充実 

➀地域医療の充実 ②精神保健体制の充実 

➀教育・保育環境の整備 

➀教育体制の整備 ②教育環境の整備 

➀学習機会・内容の充実 

➀障害者雇用の促進と就業機会の確保 

➀就労に向けた支援 ②福祉的就労の充実 

➀⾏政情報のアクセシビリティ向上 ②情報提供の充実 

➀コミュニケーション支援体制の充実 

➀福祉のまちづくりの推進 ②住宅環境の整備 ③移動しやすい環境の整備 

➀情報提供の充実 ②防災体制の整備 ③災害時の応急体制の整備 ④防犯体制の充実 
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計
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計
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基本的な考え方 
〇障害者の⾃⽴と社会参加の促進 
〇障害特性に応じたきめ細かな支援 
〇地域共生社会の実現に向けた環境整備 
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（２）計画の施策体系の全体図 

大柱 

差別解消と権利擁護の推進 

中柱 
（１）差別解消の推進 

（２）権利擁護の推進と虐待の防⽌ 

社会参加の促進と協働の推進 
（１）社会参加の促進 

（２）市⺠協働（相互理解）の推進 

福祉サービス等の充実 
（１）⾃⽴した⽣活に向けた支援の充実 

（２）福祉サービス等の充実 

支援体制の充実 

（１）相談支援の充実 

（２）地域の支援体制の充実 

（３）重度障害者支援体制の充実 

保健医療の充実 
（１）予防・治療の充実 

（２）保健事業の推進 

（３）地域の保健医療体制の充実 

育ちと学びの充実 
（１）幼児期における教育・保育の充実 

（２）インクルーシブ教育システムの推進 

（３）⽣涯を通じた多様な学習活動の充実 

雇用・就労の促進 
（１）雇用の場の創出 

（２）就労の実現と職場定着に向けた支援 

情報アクセシビリティの向上 
（１）情報提供の充実 

（２）意思疎通支援の充実 

安全・安心なまちづくり 
（１）総合的な福祉のまちづくりの推進 

（２）防災・防犯体制の整備 

基本理念 
ふれあい 寄り添い 支え合い 
共に生きるまち ところざわ 
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第２章 施策展開 
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中柱  小柱 

小柱 
➀差別解消の推進 

➀権利擁護の推進 ②虐待の防⽌ 

➀社会活動への参加⽀援 ②障害者団体への⽀援 

➀啓発・広報活動の充実 ②ボランティア活動の促進 ③地域交流活動の促進 

➀⽣活環境の整備 ②意思決定⽀援の推進 ③経済的⾃⽴の促進 

➀障害者向けサービスの充実 ②障害児向けサービスの充実  

③社会情勢に応じた障害福祉サービスの提供 

➀総合的な相談体制の確⽴ ②ケアマネジメントの充実 

➀精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ②地域⽣活⽀援拠点の整備 

③サービスの質の向上 

➀医療的ケアに対応可能な体制の整備 ②重度障害者への⽀援 ③施設入所⽀援 

➀障害の予防・早期発⾒体制の充実 ②障害の治療・軽減・補完施策の充実 

➀健康づくりの充実 ②保健事業の充実 

➀地域医療の充実 ②精神保健体制の充実 

➀教育・保育環境の整備 

➀教育体制の整備 ②教育環境の整備 

➀学習機会・内容の充実 

➀障害者雇用の促進と就業機会の確保 

➀就労に向けた⽀援 ②福祉的就労の充実 

➀⾏政情報のアクセシビリティ向上 ②情報提供の充実 

➀コミュニケーション⽀援体制の充実 

➀福祉のまちづくりの推進 ②住宅環境の整備 ③移動しやすい環境の整備 

➀情報提供の充実 ②防災体制の整備 ③災害時の応急体制の整備 ④防犯体制の充実 

基本的な考え方 
〇障害者の⾃⽴と社会参加の促進 
〇障害特性に応じたきめ細かな支援 
〇地域共生社会の実現に向けた環境整備 
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第１節 施策体系

基本理念 ふれあい  寄り添い  ⽀え合い
共に⽣きるまち  ところざわ

基本的な考え⽅基本的な考え⽅
〇障害者の⾃⽴と社会参加の促進
〇障害特性に応じたきめ細かな⽀援
〇地域共⽣社会の実現に向けた環境整備

〇障害者の⾃⽴と社会参加の促進
〇障害特性に応じたきめ細かな⽀援
〇地域共⽣社会の実現に向けた環境整備
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おおばしら６番 育ちと学びの充実 

ちゅうばしら （１）幼児期における教育・保育の充実、こばしら ①教育・保育環境の整備 

ちゅうばしら （２）インクルーシブ教育システムの推進、こばしら ①教育体制の整備、②教育環境の整備 

ちゅうばしら （３）生涯を通じた多様な学習活動の充実、こばしら ①学習機会・内容の充実 

 

おおばしら７番 雇用・就労の促進 

ちゅうばしら （１）雇用の場の創出、こばしら ①障害者雇用の促進と就業機会の確保 

ちゅうばしら （２）就労の実現と職場定着に向けた支援、こばしら ①就労に向けた支援、②福祉的就労の充実 

 

おおばしら８番 情報アクセシビリティの向上 

ちゅうばしら （１）情報提供の充実、こばしら ①行政情報のアクセシビリティ向上、②情報提供の充実 

ちゅうばしら （２）意思疎通支援の充実、こばしら ①コミュニケーション支援体制の充実 

 

おおばしら９番 安全・安心なまちづくり 

ちゅうばしら （１）総合的な福祉のまちづくりの推進、こばしら ①福祉のまちづくりの推進、②住宅環境の整備、

③移動しやすい環境の整備 

ちゅうばしら （２）防災・防犯体制の整備、こばしら ①情報提供の充実、②防災体制の整備、③災害時の応急体制

の整備 ④防犯体制の充実 

 

ライフステージを通じた支援 

障害福祉サービスとうの目標ち・見込量 
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施策体系 
１．差別解消と権利擁護の推進 

社会的障壁の除去を進めるため、事業者や市⺠と連携を図りながら、障害者
差別の解消に向けた取組を実施します。また、障害者に対する虐待への対応や
公的制度の周知啓発等、権利擁護の取組を推進します。 

 
２．社会参加の促進と協働の推進 

スポーツ、文化芸術等の活動への参加等を通じて、障害者の生活を豊かにす
るとともに、市⺠の障害への理解を深め、障害者の自立と社会参加の促進を図
ります。 

 
３．福祉サービス等の充実 

障害者が住み慣れた地域で生活できるよう、日常生活や社会生活に関する援
助や福祉サービス等の充実に努めます。 

 
４．支援体制の充実 

地域の支援体制の整備を進めていくために、「地域生活支援拠点」や「精神障
害にも対応した地域包括ケアシステム」などを取り入れながら、他分野多機関
との連携を図ります。 

 
５．保健医療の充実 

保健・医療人材の育成・確保、難病に関する施策、障害の原因となる疾病等
の予防・治療に関する施策を推進し、障害者が地域で必要な医療やリハビリテ
ーションを受けられるよう、地域医療体制の充実を図ります。 

 
６．育ちと学びの充実 

障害児が、就学の前後を問わず、適切な教育・保育を受けられるよう、環境
の整備を進めます。また、学校外の活動においても、教育やスポーツ、文化芸
術等の様々な機会に親しむための施策を推進します。 

 
７．雇用・就労の促進 

働く意欲のある障害者がその特性に応じて能力を十分に発揮することができ
るよう、就職及び就職後の職場定着に対する支援や就業機会の確保、福祉的就
労の充実を図るなど、総合的な支援を推進します。 

（３）計画の施策内容 
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８．情報アクセシビリティの向上 
障害者が必要な情報にアクセスすることができるよう、情報アクセシビリテ

ィの向上を推進します。あわせて、意思疎通支援を担う人材の育成・確保に努
めます。 

 
９．安全・安心なまちづくり 

障害者が地域で安心して暮らしていくことができるよう、障害者の生活環境
における社会的障壁の除去を進めるとともに、災害に強い地域づくりや防犯対
策を推進します。 

 
体系 指標 現状値(R1 末) 目標値(R5 末) 

１．差別解消
と権利擁護の
推進 

所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づ
くり条例に関する職員研修の受講者数（累計） 567 人 1,220 人 

障害者やその家族等に向けた成年後見制度に関す
る出前講座の受講者数 133 人／年 200 人／年 

２．社会参加
の促進と協働
の推進 

所沢サン・アビリティーズ及び所沢市こどもと福祉
の未来館の体育館等を利用した障害者数 7,352 人／年 8,500 人／年 

障害者週間記念事業来場者数 332 人／日 550 人／日 
３．福祉サー
ビス等の充実 グループホームの整備数 219 人分 301 人分 

４．支援体制
の充実 

指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援
事業所数 19 か所 23 か所 

所沢市こども支援センター（発達支援）の利用者満
足度 89.8％ 100％ 

5．保健医療の
充実 

乳幼児健康診査未受診率 5.8％ 4.3％ 
リハビリ相談（予約制）及び訪問リハビリ指導の相
談者数 67 人 70 人 

所沢市精神障害者アウトリーチ支援事業の延べ登
録者数 113 人 153 人 

6．育ちと学び
の充実 

保育園等の障害児保育への巡回指導の件数 1,509 件 1,650 件 
特別支援教育や障害者に対する理解促進のための
取組を行った学校の割合 − 100％ 

7．雇用・就労
の促進 

ところざわ就労支援センター登録者の就職者数 631 人 790 人 
障害者就労施設等からの調達実績額 8,572,349 円 9,000,000 円 

8．情報アクセ
シビリティの
向上 

ウェブアクセシビリティ向上のためのホームペー
ジ操作研修の受講者数（累計） 52 人 144 人 

所沢市手話通訳・要約筆記派遣事務所の利用件数 2,046 件 2,200 件 

9．安全・安心
なまちづくり 

駅ボランティア登録者数（延べ人数） 2,460 人 2,760 人 
災害時における福祉避難所施設利用に関する協定
締結件数 18 件 21 件 

5
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（３）計画の施策内容 

 

施策体系 

１番 差別解消と権利擁護の推進 

社会的障壁の除去を進めるため、事業者や市民と連携を図りながら、障害者差別の解消に向けた取組を実施します。ま

た、障害者に対する虐待への対応や公的制度の周知啓発とう、権利擁護の取組を推進します。 

 

指標① 所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例に関する職員研修の累計受講者数 

令和がん年度の実績ち 567 人 令和 5 年度末の目標ち 1,220 人 

指標② 障害者やその家族とうに向けた成年後見制度に関する出前講座の受講者数 

令和がん年度の実績ち年133人 令和5年度末の目標ち年200人 

 

２番 社会参加の促進と協働の推進 

スポーツ、文化芸術とうの活動への参加とうを通じて、障害者の生活を豊かにするとともに、市民の障害への理解を深

め、障害者の自立と社会参加の促進を図ります。 

 

指標① 所沢サン・アビリティーズ及び所沢市こどもと福祉の未来館の体育館とうを利用した障害者数 

令和がん年度の実績ち年 7,352 人 令和 5 年度末の目標ち年 8,500 人 

指標② 障害者週間記念事業来場者数 

令和がん年度の実績ちいちにち332人 令和5年度末の目標ちいちにち550人 

 

３番 福祉サービスとうの充実 

障害者が住み慣れた地域で生活できるよう、日常生活や社会生活に関する援助や福祉サービスとうの充実に努めます。 

 

指標① グループホームの整備数 

令和がん年度の実績ち219人分 令和5年度末の目標ち301人分 

 

４番 支援体制の充実 

地域の支援体制の整備を進めていくために、地域生活支援拠点や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムなどを取

り入れながら、他分野多機関との連携を図ります。 

 

指標① 指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所数 

令和がん年度の実績ち 19 か所 令和 5 年度末の目標ち 23 か所 

指標②所沢市こども支援センター（発達支援）の利用者満足度 

令和がん年度の実績ち89点8％ 令和5年度末の目標ち100％ 

 

５番 保健医療の充実 

保健・医療人材の育成・確保、難病に関する施策、障害の原因となる疾病とうの予防・治療に関する施策を推進し、障

害者が地域で必要な医療やリハビリテーションを受けられるよう、地域医療体制の充実を図ります。 

 

指標① 乳幼児健康診査未受診率 

令和がん年度の実績ち 5 点 8％ 令和 5 年度末の目標ち 4 点 3％ 

指標② リハビリ相談（予約制）及び訪問リハビリ指導の相談者数 

令和がん年度の実績ち 67 人 令和 5 年度末の目標ち 70 人 

指標③ 所沢市精神障害者アウトリーチ支援事業の延べ登録者数 

令和がん年度の実績ち113人 令和5年度末の目標ち153人 
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施策体系 
１．差別解消と権利擁護の推進 

社会的障壁の除去を進めるため、事業者や市⺠と連携を図りながら、障害者
差別の解消に向けた取組を実施します。また、障害者に対する虐待への対応や
公的制度の周知啓発等、権利擁護の取組を推進します。 

 
２．社会参加の促進と協働の推進 

スポーツ、文化芸術等の活動への参加等を通じて、障害者の生活を豊かにす
るとともに、市⺠の障害への理解を深め、障害者の自立と社会参加の促進を図
ります。 

 
３．福祉サービス等の充実 

障害者が住み慣れた地域で生活できるよう、日常生活や社会生活に関する援
助や福祉サービス等の充実に努めます。 

 
４．支援体制の充実 

地域の支援体制の整備を進めていくために、「地域生活支援拠点」や「精神障
害にも対応した地域包括ケアシステム」などを取り入れながら、他分野多機関
との連携を図ります。 

 
５．保健医療の充実 

保健・医療人材の育成・確保、難病に関する施策、障害の原因となる疾病等
の予防・治療に関する施策を推進し、障害者が地域で必要な医療やリハビリテ
ーションを受けられるよう、地域医療体制の充実を図ります。 

 
６．育ちと学びの充実 

障害児が、就学の前後を問わず、適切な教育・保育を受けられるよう、環境
の整備を進めます。また、学校外の活動においても、教育やスポーツ、文化芸
術等の様々な機会に親しむための施策を推進します。 

 
７．雇用・就労の促進 

働く意欲のある障害者がその特性に応じて能力を十分に発揮することができ
るよう、就職及び就職後の職場定着に対する支援や就業機会の確保、福祉的就
労の充実を図るなど、総合的な支援を推進します。 

（３）計画の施策内容 
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８．情報アクセシビリティの向上 
障害者が必要な情報にアクセスすることができるよう、情報アクセシビリテ

ィの向上を推進します。あわせて、意思疎通支援を担う人材の育成・確保に努
めます。 

 
９．安全・安心なまちづくり 

障害者が地域で安心して暮らしていくことができるよう、障害者の生活環境
における社会的障壁の除去を進めるとともに、災害に強い地域づくりや防犯対
策を推進します。 

 
体系 指標 現状値(R1 末) 目標値(R5 末) 

１．差別解消
と権利擁護の
推進 

所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づ
くり条例に関する職員研修の受講者数（累計） 567 人 1,220 人 

障害者やその家族等に向けた成年後見制度に関す
る出前講座の受講者数 133 人／年 200 人／年 

２．社会参加
の促進と協働
の推進 

所沢サン・アビリティーズ及び所沢市こどもと福祉
の未来館の体育館等を利用した障害者数 7,352 人／年 8,500 人／年 

障害者週間記念事業来場者数 332 人／日 550 人／日 
３．福祉サー
ビス等の充実 グループホームの整備数 219 人分 301 人分 

４．支援体制
の充実 

指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援
事業所数 19 か所 23 か所 

所沢市こども支援センター（発達支援）の利用者満
足度 89.8％ 100％ 

5．保健医療の
充実 

乳幼児健康診査未受診率 5.8％ 4.3％ 
リハビリ相談（予約制）及び訪問リハビリ指導の相
談者数 67 人 70 人 

所沢市精神障害者アウトリーチ支援事業の延べ登
録者数 113 人 153 人 

6．育ちと学び
の充実 

保育園等の障害児保育への巡回指導の件数 1,509 件 1,650 件 
特別支援教育や障害者に対する理解促進のための
取組を行った学校の割合 − 100％ 

7．雇用・就労
の促進 

ところざわ就労支援センター登録者の就職者数 631 人 790 人 
障害者就労施設等からの調達実績額 8,572,349 円 9,000,000 円 

8．情報アクセ
シビリティの
向上 

ウェブアクセシビリティ向上のためのホームペー
ジ操作研修の受講者数（累計） 52 人 144 人 

所沢市手話通訳・要約筆記派遣事務所の利用件数 2,046 件 2,200 件 

9．安全・安心
なまちづくり 

駅ボランティア登録者数（延べ人数） 2,460 人 2,760 人 
災害時における福祉避難所施設利用に関する協定
締結件数 18 件 21 件 

6

6 
 

６番 育ちと学びの充実 

障害児が、就学の前後を問わず、適切な教育・保育を受けられるよう、環境の整備を進めます。また、学校外の活動に

おいても、教育やスポーツ、文化芸術とうの様々な機会に親しむための施策を推進します。 

 

指標① 保育園とうの障害児保育への巡回指導の件数 

令和がん年度の実績ち 1,509 件 令和 5 年度末の目標ち 1,650 件 

指標② 特別支援教育や障害者に対する理解促進のための取組を行った学校の割合 

新規の指標なので実績はなし 令和 5 年度末の目標ち 100％ 

 

 

７番 雇用・就労の促進 

働く意欲のある障害者がその特性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、就職及び就職後の職場定着に対す

る支援や就業機会の確保、福祉的就労の充実を図るなど、総合的な支援を推進します。 

 

指標① ところざわ就労支援センター登録者の就職者数 

令和がん年度の実績ち 631 人 令和 5 年度末の目標ち 790 人 

指標② 障害者就労施設とうからの調達実績額 

令和がん年度の実績ち8,572,349えん 令和5年度末の目標ち9,000,000えん 

 

８番 情報アクセシビリティの向上 

障害者が必要な情報にアクセスすることができるよう、情報アクセシビリティの向上を推進します。あわせて、意思疎

通支援を担う人材の育成・確保に努めます。 

 

指標① ウェブアクセシビリティ向上のためのホームページ操作研修の累計受講者数 

令和がん年度の実績ち 52 人 令和 5 年度末の目標ち 144 人 

指標② 所沢市手話通訳・要約筆記派遣事務所の利用件数 

令和がん年度の実績ち 2,046 件 令和 5 年度末の目標ち 2,200 件 

 

９番 安全・安心なまちづくり 

障害者が地域で安心して暮らしていくことができるよう、障害者の生活環境における社会的障壁の除去を進めるととも

に、災害に強い地域づくりや防犯対策を推進します。 

 

指標① 駅ボランティアの延べ登録者数 

令和がん年度の実績ち 2,460 人 令和 5 年度末の目標ち 2,760 人 

指標② 災害時における福祉避難所施設利用に関する協定締結件数 

令和がん年度の実績ち 18 件 令和 5 年度末の目標ち 21 件  
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ライフステージを通じた支援 
5 つのライフステージを設定し、それぞれの年代で必要とされる支援を横断

的・重点的に取り組むとともに､ 関連分野間の協働についても記載していま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．乳幼児期（0歳〜6歳）の支援 

情報提供や健康診査等の機会の提供、保護者支援 
の充実、相談支援、障害児保育の適切な実施等                    

       ⺟⼦保健事業 

発達支援事業 

障害児保育の実施 

主な施策 
・事業 

関連分野間の協働 

教育・医療・福祉等の関連分野間の連携のための 
取組の推進 

 
障害児の保護者に対する情報提供 

主な施策 
・事業 

２．学齢期（７歳〜１７歳）の支援 

教育や進路等の心配事に関する相談支援、障害の程
度や状態に応じた教育環境の整備等                 

就労アセスメントへの対応 

就学相談・教育相談の実施 

医療体制の整備 

主な施策 
・事業 

関連分野間の協働 

学校生活から地域生活への移行に向けた適切な 
相談支援や意思決定に関する支援 
         

学校・放課後等デイサービス事業
所・相談支援・家庭等の連携強化 

主な施策 
・事業 

３．⻘年期（１８歳〜３９歳）の支援 

⺠間企業等に対する障害理解の浸透、就労支援、グ
ループホームの整備等の居住の場の確保等                  

⺠間企業等に対する周知啓発 

就労支援事業 

グループホームの整備 

主な施策 
・事業 

関連分野間の協働 

障害者の雇用・就労を効果的に促進するために 
行う関係機関の連携強化 
                

雇用・労働分野と障害福祉分野の
連携 

主な施策 
・事業 

４．壮年期（４０歳〜６４歳）の支援 

親亡き後を見据えた家族支援、自立生活の 
ための居住支援、障害者の緊急時への対応等                 

高齢の家族に対する支援 

親亡き後の準備 

相談支援事業所による居住支援 

主な施策 
・事業 

関連分野間の協働 

介護保険サービスの利用開始に伴い必要となる 
分野間の情報共有や共同で支援できる体制の整備 

 
障害福祉と介護保険との分野間の
連携 

主な施策 
・事業 ５．高齢期（６５歳以上）の支援 

相談支援体制の整備、災害時の避難対応、 
防犯体制の充実等                 

総合的な相談窓口による対応 

災害時の要配慮者支援体制の整備 

地域の防犯体制の充実 

主な施策 
・事業 

関連分野間の協働 

高齢期を見据えた障害福祉サービスの提供、 
高齢者福祉分野と障害福祉分野との連携等 

  
高齢障害者への支援 

 

主な施策 
・事業 
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ライフステージを通じた支援 
5 つのライフステージを設定し、それぞれの年代で必要とされる支援を横断

的・重点的に取り組むとともに、それぞれの狭間の時期についても支援してい
きます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．乳幼児期（0歳〜6歳）の支援 

情報提供や健康診査等の機会の提供、保護者支援 
の充実、相談支援、障害児保育の適切な実施等                    

       ⺟⼦保健事業 

発達支援事業 

障害児保育の実施 

主な施策 
・事業 

関連分野間の協働 

教育・医療・福祉等の関連分野間の連携のための 
取組の推進 

 
障害児の保護者に対する情報提供

主な施策 
・事業 

２．学齢期（７歳〜１７歳）の支援 

教育や進路等の心配事に関する相談支援、障害の程
度や状態に応じた教育環境の整備等                 

就労アセスメントへの対応 

就学相談・教育相談の実施 

医療体制の整備 

主な施策 
・事業 

関連分野間の協働 

学校生活から地域生活への移行に向けた適切な 
相談支援や意思決定に関する支援 
         

学校・放課後等デイサービス事業
所・相談支援・家庭等の連携強化

主な施策 
・事業 

３．⻘年期（１８歳〜３９歳）の支援 

⺠間企業等に対する障害理解の浸透、就労支援、グ
ループホームの整備等の居住の場の確保等                  

⺠間企業等に対する周知啓発 

就労支援事業 

グループホームの整備 

主な施策 
・事業 

関連分野間の協働 

障害者の雇用・就労を効果的に促進するために 
行う関係機関の連携強化 
                

雇用・労働分野と障害福祉分野の
連携 

主な施策 
・事業 

４．壮年期（４０歳〜６４歳）の支援 

親亡き後を見据えた家族支援、自立生活の 
ための居住支援、障害者の緊急時への対応等                 

高齢の家族に対する支援 

親亡き後の準備 

相談支援事業所による居住支援 

主な施策 
・事業 

関連分野間の協働 

介護保険サービスの利用開始に伴い必要となる 
分野間の情報共有や共同で支援できる体制の整備 

 
障害福祉と介護保険との分野間の
連携 

主な施策 
・事業 ５．高齢期（６５歳以上）の支援 

相談支援体制の整備、災害時の避難対応、 
防犯体制の充実等                 

総合的な相談窓口による対応 

災害時の要配慮者支援体制の整備 

地域の防犯体制の充実 

主な施策 
・事業 

関連分野間の協働 

高齢期を見据えた障害福祉サービスの提供、 
高齢者福祉分野と障害福祉分野との連携等 

  
高齢障害者への支援 

 

主な施策 
・事業 
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ライフステージを通じた支援 

5 つのライフステージを設定し、それぞれの年代で必要とされる支援を横断的・重点的に取り組むとともに、関連分野

間の協働についても記載しています。 

 

１番 乳幼児期（0 歳から 6 歳）の支援 

情報提供や健康診査とうの機会の提供、保護者支援の充実、相談支援、障害児保育の適切な実施とうを行います。 

主な施策・事業 母子保健事業、発達支援事業、障害児保育の実施 

 

関連分野間の協働 

教育・医療・福祉とうの関連分野間の連携のための取組の推進を行います。 

主な施策・事業 障害児の保護者に対する情報提供・事業 

 

２番 学齢期（７歳から１７歳）の支援 

教育や進路とうの心配事に関する相談支援、障害の程度や状態に応じた教育環境の整備とうを行います。 

主な施策・事業 就労アセスメントへの対応、就学相談・教育相談の実施、医療体制の整備 

 

関連分野間の協働 

学校生活から地域生活への移行に向けた適切な相談支援や意思決定に関する支援を行います。 

主な施策・事業 学校・放課後とうデイサービス事業所・相談支援・家庭とうの連携強化 

 

３番 青年期（１８歳から３９歳）の支援 

民間企業とうに対する障害理解の浸透、就労支援、グループホームの整備とうの居住の場の確保とうを行います。 

主な施策・事業 民間企業とうに対する周知啓発、就労支援事業、グループホームの整備 

 

関連分野間の協働 

障害者の雇用・就労を効果的に促進するために行う関係機関の連携強化を行います。 

主な施策・事業 雇用・労働分野と障害福祉分野の連携 

 

４番 壮年期（４０歳から６４歳）の支援 

親亡きあとを見据えた家族支援、自立生活のための居住支援、障害者の緊急時への対応とうを行います。 

主な施策・事業 高齢の家族に対する支援、親亡きあとの準備、相談支援事業所による居住支援 

 

関連分野間の協働 

介護保険サービスの利用開始に伴い必要となる分野間の情報共有や共同で支援できる体制の整備を行います。 

主な施策・事業 障害福祉と介護保険との分野間の連携 

 

５番 高齢期（６５歳以上）の支援 

相談支援体制の整備、災害時の避難対応、防犯体制の充実とうを行います。 

主な施策・事業 総合的な相談窓口による対応、災害時の要配慮者支援体制の整備、地域の防犯体制の充実 

 

関連分野間の協働 

高齢期を見据えた障害福祉サービスの提供、高齢者福祉分野と障害福祉分野との連携とうを行います。 

主な施策・事業 高齢障害者への支援 
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ライフステージを通じた支援 
5 つのライフステージを設定し、それぞれの年代で必要とされる支援を横断

的・重点的に取り組むとともに､ 関連分野間の協働についても記載していま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．乳幼児期（0歳〜6歳）の支援 

情報提供や健康診査等の機会の提供、保護者支援 
の充実、相談支援、障害児保育の適切な実施等                    

       ⺟⼦保健事業 

発達支援事業 

障害児保育の実施 

主な施策 
・事業 

関連分野間の協働 

教育・医療・福祉等の関連分野間の連携のための 
取組の推進 

 
障害児の保護者に対する情報提供 

主な施策 
・事業 

２．学齢期（７歳〜１７歳）の支援 

教育や進路等の心配事に関する相談支援、障害の程
度や状態に応じた教育環境の整備等                 

就労アセスメントへの対応 

就学相談・教育相談の実施 

医療体制の整備 

主な施策 
・事業 

関連分野間の協働 

学校生活から地域生活への移行に向けた適切な 
相談支援や意思決定に関する支援 
         

学校・放課後等デイサービス事業
所・相談支援・家庭等の連携強化 

主な施策 
・事業 

３．⻘年期（１８歳〜３９歳）の支援 

⺠間企業等に対する障害理解の浸透、就労支援、グ
ループホームの整備等の居住の場の確保等                  

⺠間企業等に対する周知啓発 

就労支援事業 

グループホームの整備 

主な施策 
・事業 

関連分野間の協働 

障害者の雇用・就労を効果的に促進するために 
行う関係機関の連携強化 
                

雇用・労働分野と障害福祉分野の
連携 

主な施策 
・事業 

４．壮年期（４０歳〜６４歳）の支援 

親亡き後を見据えた家族支援、自立生活の 
ための居住支援、障害者の緊急時への対応等                 

高齢の家族に対する支援 

親亡き後の準備 

相談支援事業所による居住支援 

主な施策 
・事業 

関連分野間の協働 

介護保険サービスの利用開始に伴い必要となる 
分野間の情報共有や共同で支援できる体制の整備 

 
障害福祉と介護保険との分野間の
連携 

主な施策 
・事業 ５．高齢期（６５歳以上）の支援 

相談支援体制の整備、災害時の避難対応、 
防犯体制の充実等                 

総合的な相談窓口による対応 

災害時の要配慮者支援体制の整備 

地域の防犯体制の充実 

主な施策 
・事業 

関連分野間の協働 

高齢期を見据えた障害福祉サービスの提供、 
高齢者福祉分野と障害福祉分野との連携等 

  
高齢障害者への支援 

 

主な施策 
・事業 
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障害福祉計画・障害児福祉計画における目標値 
１ 福祉施設の入所者の地域⽣活への移⾏ 

令和 5 年度末までの地域生活移行者数 11 人 
 
 
 
 
 

２ 地域⽣活支援拠点が有する機能の充実 
地域生活支援拠点の確保 令和 5 年度末まで継続して確保 
運用状況の検証及び検討の実施 年 1 回以上 

 
 
 
 

３ 福祉施設から⼀般就労への移⾏等 

①⼀般就労移⾏者数 
令和 5 年度の一般就労移行者数−(a) 49 人 
(a)のうち、就労移行支援事業利用者数 41 人 
(a)のうち、就労継続支援 A 型事業利用者数 2 人 
(a)のうち、就労継続支援 B 型事業利用者数 6 人 

②就労定着支援事業の利用者数 
令和 5 年度の一般就労移行者数のうち、就労定着支援事業の利用者数 一般就労移行者数の 7 割以上 

③就労定着支援事業の就労定着率 
令和 5 年度末における就労定着支援事業所のうち、就労定着率が 8 割
以上の事業所数 

就労定着支援事業所の 7 割以上 
 
 
 
 

４ 障害児支援の提供体制の整備等 

①児童発達支援センターの設置数 
児童発達支援センターの確保 令和 5 年度末まで継続して確保 

②保育所等訪問支援の体制の構築 
保育所等訪問支援を利用できる体制の維持 令和 5 年度末まで体制の維持 

③重症心身障害児を支援する事業所の設置 
主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の設置数 令和 5 年度末までに 1 か所以上 
主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所の設置数 令和 5 年度末までに 1 か所以上 

④医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 
医療的ケア児が適切な支援を受けるための関係機関の協議の場の確保 令和 5 年度末まで継続して確保 
医療的ケア児等に関するコーディネーターの確保 令和 5 年度末まで継続して確保 

 
 
 
 
 

５ 相談支援体制の充実・強化等 
総合的・専門的な相談支援の実施 令和 5 年度末まで継続して実施 
相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言件数 8 件／年 
相談支援事業者の人材育成の支援件数 5 件／年 
相談機関との連携強化のための取組の実施回数 10 回／年 

 
 
 
 

６ 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 
障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 10 人／年 
障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果を共有する体制 令和 5 年度末まで体制の維持 
障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有の実施回数 12 回／年 

 

（４）障害福祉計画・障害児福祉計画 
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（４）障害福祉計画・障害児福祉計画 

障害福祉計画・障害児福祉計画における目標ち 

１番 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

令和 5 年度末までの地域生活移行者数 11 人 

 

２番 地域生活支援拠点が有する機能の充実 

地域生活支援拠点の確保 令和 5 年度末まで継続して確保  

運用状況の検証及び検討の実施 年 1 回以上 

 

３番 福祉施設から一般就労への移行とう 

①一般就労移行者数 

令和 5 年度の一般就労移行者数 49 人 

49 人のうち、就労移行支援事業利用者数 41 人 

49 人のうち、就労継続支援 A 型事業利用者数 2 人 

49 人のうち、就労継続支援 B 型事業利用者数 6 人 

②就労定着支援事業の利用者数 

令和 5 年度の一般就労移行者数のうち、就労定着支援事業の利用者数 一般就労移行者数の 7 割以上 

③就労定着支援事業の就労定着率 

令和 5 年度末における就労定着支援事業所のうち、就労定着率が 8 割以上の事業所数 就労定着支援事業所の 7 割以上 

 

４番 障害児支援の提供体制の整備とう 

①児童発達支援センターの設置数児童発達支援センターの確保 令和 5 年度末まで継続して確保 

②保育所とう訪問支援の体制の構築 保育所とう訪問支援を利用できる体制の維持 令和 5 年度末まで体制の維持 

③重症心身障害児を支援する事業所の設置 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の設置数 令和 5 年度

末までに 1 か所以上 

主に重症心身障害児を支援する放課後とうデイサービス事業所の設置数 令和 5 年度末までに 1 か所以上 

④医療的ケアじ支援のための関係機関の協議の場の設置 

医療的ケアじが適切な支援を受けるための関係機関の協議の場の確保 令和 5 年度末まで継続して確保 

医療的ケアじとうに関するコーディネーターの確保 令和 5 年度末まで継続して確保 

 

５番 相談支援体制の充実・強化とう 

総合的・専門的な相談支援の実施 令和 5 年度末まで継続して実施 相談支援事業者に対する訪問とうによる専門的な

指導・助言件数 年 8 件 

相談支援事業者の人材育成の支援件数 年 5 件 

相談機関との連携強化のための取組の実施回数 年 10 回 

 

６番 障害福祉サービスとうの質を向上させるための取組に係る体制の構築 

障害福祉サービスとうに係る各種研修の活用 年 10 人 

障害者自立支援審査支払とうシステムによる審査結果を共有する体制 令和 5 年度末まで体制の維持 

障害者自立支援審査支払とうシステムによる審査結果の共有の実施回数 年 12 回 
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福祉サービス等の⾒込量 

１ 障害福祉サービス等  

（月間） 
サービスの種類 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

訪
問
系 

居宅介護・重度訪問介護・
同行援護・行動援護・重度
障害者等包括支援 

12,642 時間(484 人) 12,799 時間(490 人) 12,956 時間(496 人) 

日
中
活
動
系 

生活介護 10,525 人日分(572 人) 10,654 人日分(579 人) 10,782 人日分(586 人) 
自立訓練（機能訓練） 69 人日分(6 人) 81 人日分(7 人) 92 人日分(8 人) 
自立訓練（生活訓練） 361 人日分(25 人) 404 人日分(28 人) 447 人日分(31 人) 
就労移行支援 2,014 人日分(130 人) 2,246 人日分(145 人) 2,478 人日分(160 人) 
就労継続支援（A 型） 1,278 人日分(68 人) 1,278 人日分(68 人) 1,278 人日分(68 人) 
就労継続支援（B 型） 9,454 人日分(608 人) 9,781 人日分(629 人) 10,108 人日分(650 人) 
就労定着支援 36 人 46 人 56 人 
療養介護 28 人 28 人 28 人 
短期入所（福祉型） 302 人日分(50 人) 302 人日分(50 人) 302 人日分(50 人) 
短期入所（医療型） 92 人日分(18 人) 92 人日分(18 人) 92 人日分(18 人) 

居
住
支 

援
系
等 

自立生活援助 -*1 -*1 -*1 
共同生活援助 225 人 260 人 301 人 
施設入所支援 187 人 191 人 195 人 

相
談
支
援 

計画相談支援 475 人 535 人 595 人 
地域移行支援 -*1 -*1 -*1 
地域定着支援 2 人 1 人 1 人 

障
害
児
通
所
支
援
等 

児童発達支援 3,465 人日分(391 人) 3,566 人日分(427 人) 3,667 人日分(465 人) 
医療型児童発達支援 -*1 -*1 -*1 
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 6,795 人日分(647 人) 6,819 人日分(695 人) 6,843 人日分(746 人) 
保育所等訪問支援 39 人日分(15 人) 79 人日分(22 人) 160 人日分(33 人) 
居宅訪問型児童発達支援 -*1 -*1 -*1 
障害児相談支援 51 人 53 人 55 人 
医療的ｹｱ児に対する関連分野の支
援を調整するｺー ﾃ゙ ｨﾈー ﾀー の配置人数 3 人 4 人 4 人 

     
サービスの種類 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

発
達
障
害
者
等
支
援 

ﾍﾟｱﾚﾝﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞやﾍﾟｱﾚﾝﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
等の支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等の受講者数 11 人／年 11 人／年 11 人／年 

ﾍﾟｱﾚﾝﾄﾒﾝﾀｰ養成講座の受講者数 -*1 -*1 -*1 

ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾄの活動への参加人数 2 人／年 3 人／年 4 人／年 
精
神
障
害
に
も
対
応
し
た
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築 

協議の場の開催回数 2 回／年 2 回／年 2 回／年 
協議の場への関係者の参加人数 15 人 15 人 15 人 
協議の場における目標設定及び評価 -*2 -*2 -*2 
精神障害者の地域移行支援 -*1 -*1 -*1 
精神障害者の地域定着支援 2 人／月 1 人／月 1 人／月 
精神障害者の共同生活援助 80 人／月 95 人／月 113 人／月 
精神障害者の自立生活援助 -*1 -*1 -*1 

＊1 「－」は、令和元年度実績がないため。 

＊2 「－」は、現在、目標設定・評価方法を検討中のため。 
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２ 地域⽣活支援事業 

事業名 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

理解促進研修・啓発事業 実施 実施 実施 
自発的活動支援事業 実施 実施 実施 

相
談
支
援
事
業 

障害者相談支援事業（実施箇所数） 4 か所 4 か所 4 か所 
基幹相談支援センター 実施 実施 実施 
基幹相談支援センター等機能強化事業 実施 実施 実施 
住宅入居等支援事業 実施 実施 実施 

成年後見制度利用支援事業 39 件／年 47 件／年 55 件／年 
成年後見制度法人後見支援事業 実施 実施 実施 

意
思
疎
通

支
援
事
業 

手話通訳者派遣事業 1,083 件／年 1,129 件／年 1,177 件／年 
要約筆記者派遣事業 12 件／年 13 件／年 14 件／年 
手話通訳者設置事業(登録者数) 31 人 32 人 33 人 

 
 

日
常
生
活
用
具 

 
 

給
付
等
事
業 

介護・訓練支援用具 26 件／年 31 件／年 37 件／年 

自立生活支援用具 21 件／年 16 件／年 13 件／年 
在宅療養等支援用具 43 件／年 47 件／年 51 件／年 
情報・意思疎通支援用具 89 件／年 93 件／年 96 件／年 
排泄管理支援用具 6,743 件／年 6,995 件／年 7,255 件／年 
居宅生活動作補助用具(住宅改修費) 5 件／年 5 件／年 5 件／年 

手話奉仕員等研修事業（登録見込み者数) 2 人 2 人 2 人 
手話奉仕員等研修事業（講座開催回数） 124 回／年 124 回／年 124 回／年 
要約筆記者養成研修事業（講座開催回数) 43 回／年 43 回／年 43 回／年 
点訳奉仕員・音訳奉仕員養成研修事業(受講者数) 25 人 25 人 25 人 
移動支援事業（利用者数） 190 人 195 人 197 人 
移動支援事業（延べ利用時間数） 19,500 時間／年 20,013 時間／年 20,531 時間／年 
地域活動支援センター（実施箇所数） 7 か所 7 か所 7 か所 
地域活動支援センター（利用者数） 3,164 人 3,045 人 2,930 人 
訪問入浴サービス事業（派遣回数） 660 回／年 670 回／年 680 回／年 
点字・声の広報等発行事業（利用者数） 57 人 57 人 57 人 
日中一時支援事業（利用者数） 136 人／年 141 人／年 146 人／年 

 
３ 障害児の子ども・子育て支援等 

施設名 
令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

量の見込み 提供体制 量の見込み 提供体制 量の見込み 提供体制 

幼稚園 96 人 96 人 100 人 100 人 102 人 102 人 

保育所 294 人 294 人 300 人 300 人 305 人 305 人 

認定こども園 18 人 18 人 18 人 18 人 18 人 18 人 

地域型保育事業所 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 

認可外(地方単独事業) −*3 −*3 −*3 −*3 −*3 −*3 

放課後児童健全育成事業 112 人 112 人 117 人 117 人 113 人 113 人 

＊3 「－」は、該当する施設の予定がないため。 
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福祉サービス等の⾒込量 

１ 障害福祉サービス等  

（月間） 
サービスの種類 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

訪
問
系 

居宅介護・重度訪問介護・
同行援護・行動援護・重度
障害者等包括支援 

12,642 時間(484 人) 12,799 時間(490 人) 12,956 時間(496 人) 

日
中
活
動
系 

生活介護 10,525 人日分(572 人) 10,654 人日分(579 人) 10,782 人日分(586 人) 
自立訓練（機能訓練） 69 人日分(6 人) 81 人日分(7 人) 92 人日分(8 人) 
自立訓練（生活訓練） 361 人日分(25 人) 404 人日分(28 人) 447 人日分(31 人) 
就労移行支援 2,014 人日分(130 人) 2,246 人日分(145 人) 2,478 人日分(160 人) 
就労継続支援（A 型） 1,278 人日分(68 人) 1,278 人日分(68 人) 1,278 人日分(68 人) 
就労継続支援（B 型） 9,454 人日分(608 人) 9,781 人日分(629 人) 10,108 人日分(650 人) 
就労定着支援 36 人 46 人 56 人 
療養介護 28 人 28 人 28 人 
短期入所（福祉型） 302 人日分(50 人) 302 人日分(50 人) 302 人日分(50 人) 
短期入所（医療型） 92 人日分(18 人) 92 人日分(18 人) 92 人日分(18 人) 

居
住
支 

援
系
等 

自立生活援助 -*1 -*1 -*1 
共同生活援助 225 人 260 人 301 人 
施設入所支援 187 人 191 人 195 人 

相
談
支
援 

計画相談支援 475 人 535 人 595 人 
地域移行支援 -*1 -*1 -*1 
地域定着支援 2 人 1 人 1 人 

障
害
児
通
所
支
援
等 

児童発達支援 3,465 人日分(391 人) 3,566 人日分(427 人) 3,667 人日分(465 人) 
医療型児童発達支援 -*1 -*1 -*1 
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 6,795 人日分(647 人) 6,819 人日分(695 人) 6,843 人日分(746 人) 
保育所等訪問支援 39 人日分(15 人) 79 人日分(22 人) 160 人日分(33 人) 
居宅訪問型児童発達支援 -*1 -*1 -*1 
障害児相談支援 51 人 53 人 55 人 
医療的ｹｱ児に対する関連分野の支
援を調整するｺー ﾃ゙ ｨﾈー ﾀー の配置人数 3 人 4 人 4 人 

     
サービスの種類 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

発
達
障
害
者
等
支
援 

ﾍﾟｱﾚﾝﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞやﾍﾟｱﾚﾝﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
等の支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等の受講者数 11 人／年 11 人／年 11 人／年 

ﾍﾟｱﾚﾝﾄﾒﾝﾀｰ養成講座の受講者数 -*1 -*1 -*1 

ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾄの活動への参加人数 2 人／年 3 人／年 4 人／年 
精
神
障
害
に
も
対
応
し
た
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築 

協議の場の開催回数 2 回／年 2 回／年 2 回／年 
協議の場への関係者の参加人数 15 人 15 人 15 人 
協議の場における目標設定及び評価 -*2 -*2 -*2 
精神障害者の地域移行支援 -*1 -*1 -*1 
精神障害者の地域定着支援 2 人／月 1 人／月 1 人／月 
精神障害者の共同生活援助 80 人／月 95 人／月 113 人／月 
精神障害者の自立生活援助 -*1 -*1 -*1 

＊1 「－」は、令和元年度実績がないため。 

＊2 「－」は、現在、目標設定・評価方法を検討中のため。 
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福祉サービスとうの見込量 

１番 障害福祉サービスとう 

 

訪問系 

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者とう包括支援 令和 3 年度 12,642 時間(484 人)、令和 4 年

度 12,799 時間(490 人)、令和 5 年度 12,956 時間(496 人) 

 

日中活動系 

生活介護 令和 3 年度 10,525 人にち分(572 人)、令和 4 年度 10,654 人にち分(579 人)、令和 5 年度 10,782 人にち分(586

人) 

自立訓練（機能訓練） 令和 3 年度 69 人にち分(6 人)  令和 4 年度 81 人にち分(7 人)  令和 5 年度 92 人にち分(8 人) 

自立訓練（生活訓練） 令和 3 年度 361 人にち分(25 人)  令和 4 年度 404 人にち分(28 人)  令和 5 年度 447 人にち分

(31 人) 

就労移行支援 令和 3年度 2,014 人にち分(130 人)  令和 4年度 2,246 人にち分(145 人)  令和 5年度 2,478人にち分

(160 人) 

就労継続支援（A 型） 令和 3 年度 1,278 人にち分(68 人)  令和 4 年度 1,278 人にち分(68 人)  令和 5 年度 1,278 人

にち分(68 人) 

就労継続支援（B 型） 令和 3 年度 9,454 人にち分(608 人)  令和 4 年度 9,781 人にち分(629 人)  令和 5 年度 10,108

人にち分(650 人) 

就労定着支援 令和 3 年度 36 人 令和 4 年度 46 人 令和 5 年度 56 人 

療養介護 令和 3 年度 28 人 令和 4 年度 28 人 令和 5 年度 28 人 

短期入所（福祉型） 令和 3 年度 302 人にち分(50 人)  令和 4 年度 302 人にち分(50 人)  令和 5 年度 302 人にち分(50

人) 

短期入所（医療型） 令和 3 年度 92 人にち分(18 人) 令和 4 年度 92 人にち分(18 人)  令和 5 年度 92 人にち分(18 人) 

 

居住支援系とう  

自立生活援助 令和がん年度実績がないため見込量を設定しない 

共同生活援助 令和 3 年度 225 人、令和 4 年度 260 人、令和 5 年度 301 人 

施設入所支援 令和 3 年度 187 人、令和 4 年度 191 人、令和 5 年度 195 人 

 

相談支援  

計画相談支援 令和 3 年度 475 人、令和 4 年度 535 人、令和 5 年度 595 人 

地域移行支援 令和がん年度実績がないため見込量を設定しない 

地域定着支援 令和 3 年度 2 人、令和 4 年度 1 人、令和 5 年度 1 人 

 

障害児通所支援とう  

児童発達支援 令和 3年度 3,465 人にち分(391 人)、令和 4年度 3,566 人にち分(427 人)、令和 5年度 3,667 人にち分(465

人) 

医療型児童発達支援 令和がん年度実績がないため見込量を設定しない 

放課後とうデイサービス 令和 3 年度 6,795 人にち分(647 人)、令和 4 年度 6,819 人にち分(695 人)、令和 5 年度 6,843

人にち分(746 人) 

保育所とう訪問支援 令和 3 年度 39 人にち分(15 人)、令和 4 年度 79 人にち分(22 人)、令和 5 年度 160 人にち分(33 人) 

居宅訪問型児童発達支援 令和がん年度実績がないため見込量を設定しない 

障害児相談支援 令和 3 年度 51 人、令和 4 年度 53 人、令和 5 年度 55 人 

医療的ケアじに対する関連分野の支援を調整するｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配置人数 令和 3 年度 3 人、令和 4 年度 4 人、令和 5 年度

4 人 

 

発達障害者とう支援  

ﾍﾟｱﾚﾝﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞやﾍﾟｱﾚﾝﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑとうの支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑとうの受講者数 令和 3 年度ねん 11 人、令和 4 年度ねん 11 人、令和

5 年度ねん 11 人 

ﾍﾟｱﾚﾝﾄﾒﾝﾀｰ養成講座の受講者数 令和がん年度実績がないため見込量を設定しない。 

ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾄの活動への参加人数 令和 3 年度ねん 2 人、令和 4 年度ねん 3 人、令和 5 年度ねん 4 人 
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福祉サービス等の⾒込量 

１ 障害福祉サービス等  

（月間） 
サービスの種類 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

訪
問
系 

居宅介護・重度訪問介護・
同行援護・行動援護・重度
障害者等包括支援 

12,642 時間(484 人) 12,799 時間(490 人) 12,956 時間(496 人) 

日
中
活
動
系 

生活介護 10,525 人日分(572 人) 10,654 人日分(579 人) 10,782 人日分(586 人) 
自立訓練（機能訓練） 69 人日分(6 人) 81 人日分(7 人) 92 人日分(8 人) 
自立訓練（生活訓練） 361 人日分(25 人) 404 人日分(28 人) 447 人日分(31 人) 
就労移行支援 2,014 人日分(130 人) 2,246 人日分(145 人) 2,478 人日分(160 人) 
就労継続支援（A 型） 1,278 人日分(68 人) 1,278 人日分(68 人) 1,278 人日分(68 人) 
就労継続支援（B 型） 9,454 人日分(608 人) 9,781 人日分(629 人) 10,108 人日分(650 人) 
就労定着支援 36 人 46 人 56 人 
療養介護 28 人 28 人 28 人 
短期入所（福祉型） 302 人日分(50 人) 302 人日分(50 人) 302 人日分(50 人) 
短期入所（医療型） 92 人日分(18 人) 92 人日分(18 人) 92 人日分(18 人) 

居
住
支 

援
系
等 

自立生活援助 -*1 -*1 -*1 
共同生活援助 225 人 260 人 301 人 
施設入所支援 187 人 191 人 195 人 

相
談
支
援 

計画相談支援 475 人 535 人 595 人 
地域移行支援 -*1 -*1 -*1 
地域定着支援 2 人 1 人 1 人 

障
害
児
通
所
支
援
等 

児童発達支援 3,465 人日分(391 人) 3,566 人日分(427 人) 3,667 人日分(465 人) 
医療型児童発達支援 -*1 -*1 -*1 
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 6,795 人日分(647 人) 6,819 人日分(695 人) 6,843 人日分(746 人) 
保育所等訪問支援 39 人日分(15 人) 79 人日分(22 人) 160 人日分(33 人) 
居宅訪問型児童発達支援 -*1 -*1 -*1 
障害児相談支援 51 人 53 人 55 人 
医療的ｹｱ児に対する関連分野の支
援を調整するｺー ﾃ゙ ｨﾈー ﾀー の配置人数 3 人 4 人 4 人 

     
サービスの種類 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

発
達
障
害
者
等
支
援 

ﾍﾟｱﾚﾝﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞやﾍﾟｱﾚﾝﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
等の支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等の受講者数 11 人／年 11 人／年 11 人／年 

ﾍﾟｱﾚﾝﾄﾒﾝﾀｰ養成講座の受講者数 -*1 -*1 -*1 

ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾄの活動への参加人数 2 人／年 3 人／年 4 人／年 
精
神
障
害
に
も
対
応
し
た
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築 

協議の場の開催回数 2 回／年 2 回／年 2 回／年 
協議の場への関係者の参加人数 15 人 15 人 15 人 
協議の場における目標設定及び評価 -*2 -*2 -*2 
精神障害者の地域移行支援 -*1 -*1 -*1 
精神障害者の地域定着支援 2 人／月 1 人／月 1 人／月 
精神障害者の共同生活援助 80 人／月 95 人／月 113 人／月 
精神障害者の自立生活援助 -*1 -*1 -*1 

＊1 「－」は、令和元年度実績がないため。 

＊2 「－」は、現在、目標設定・評価方法を検討中のため。 
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２ 地域⽣活支援事業 

事業名 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

理解促進研修・啓発事業 実施 実施 実施 
自発的活動支援事業 実施 実施 実施 

相
談
支
援
事
業 

障害者相談支援事業（実施箇所数） 4 か所 4 か所 4 か所 
基幹相談支援センター 実施 実施 実施 
基幹相談支援センター等機能強化事業 実施 実施 実施 
住宅入居等支援事業 実施 実施 実施 

成年後見制度利用支援事業 39 件／年 47 件／年 55 件／年 
成年後見制度法人後見支援事業 実施 実施 実施 

意
思
疎
通

支
援
事
業 

手話通訳者派遣事業 1,083 件／年 1,129 件／年 1,177 件／年 
要約筆記者派遣事業 12 件／年 13 件／年 14 件／年 
手話通訳者設置事業(登録者数) 31 人 32 人 33 人 

 
 

日
常
生
活
用
具 

 
 

給
付
等
事
業 

介護・訓練支援用具 26 件／年 31 件／年 37 件／年 

自立生活支援用具 21 件／年 16 件／年 13 件／年 
在宅療養等支援用具 43 件／年 47 件／年 51 件／年 
情報・意思疎通支援用具 89 件／年 93 件／年 96 件／年 
排泄管理支援用具 6,743 件／年 6,995 件／年 7,255 件／年 
居宅生活動作補助用具(住宅改修費) 5 件／年 5 件／年 5 件／年 

手話奉仕員等研修事業（登録見込み者数) 2 人 2 人 2 人 
手話奉仕員等研修事業（講座開催回数） 124 回／年 124 回／年 124 回／年 
要約筆記者養成研修事業（講座開催回数) 43 回／年 43 回／年 43 回／年 
点訳奉仕員・音訳奉仕員養成研修事業(受講者数) 25 人 25 人 25 人 
移動支援事業（利用者数） 190 人 195 人 197 人 
移動支援事業（延べ利用時間数） 19,500 時間／年 20,013 時間／年 20,531 時間／年 
地域活動支援センター（実施箇所数） 7 か所 7 か所 7 か所 
地域活動支援センター（利用者数） 3,164 人 3,045 人 2,930 人 
訪問入浴サービス事業（派遣回数） 660 回／年 670 回／年 680 回／年 
点字・声の広報等発行事業（利用者数） 57 人 57 人 57 人 
日中一時支援事業（利用者数） 136 人／年 141 人／年 146 人／年 

 
３ 障害児の子ども・子育て支援等 

施設名 
令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

量の見込み 提供体制 量の見込み 提供体制 量の見込み 提供体制 

幼稚園 96 人 96 人 100 人 100 人 102 人 102 人 

保育所 294 人 294 人 300 人 300 人 305 人 305 人 

認定こども園 18 人 18 人 18 人 18 人 18 人 18 人 

地域型保育事業所 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 

認可外(地方単独事業) −*3 −*3 −*3 −*3 −*3 −*3 

放課後児童健全育成事業 112 人 112 人 117 人 117 人 113 人 113 人 

＊3 「－」は、該当する施設の予定がないため。 
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福祉サービス等の⾒込量 

１ 障害福祉サービス等  

（月間） 
サービスの種類 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

訪
問
系 

居宅介護・重度訪問介護・
同行援護・行動援護・重度
障害者等包括支援 

12,642 時間(484 人) 12,799 時間(490 人) 12,956 時間(496 人) 

日
中
活
動
系 

生活介護 10,525 人日分(572 人) 10,654 人日分(579 人) 10,782 人日分(586 人) 
自立訓練（機能訓練） 69 人日分(6 人) 81 人日分(7 人) 92 人日分(8 人) 
自立訓練（生活訓練） 361 人日分(25 人) 404 人日分(28 人) 447 人日分(31 人) 
就労移行支援 2,014 人日分(130 人) 2,246 人日分(145 人) 2,478 人日分(160 人) 
就労継続支援（A 型） 1,278 人日分(68 人) 1,278 人日分(68 人) 1,278 人日分(68 人) 
就労継続支援（B 型） 9,454 人日分(608 人) 9,781 人日分(629 人) 10,108 人日分(650 人) 
就労定着支援 36 人 46 人 56 人 
療養介護 28 人 28 人 28 人 
短期入所（福祉型） 302 人日分(50 人) 302 人日分(50 人) 302 人日分(50 人) 
短期入所（医療型） 92 人日分(18 人) 92 人日分(18 人) 92 人日分(18 人) 

居
住
支 

援
系
等 

自立生活援助 -*1 -*1 -*1 
共同生活援助 225 人 260 人 301 人 
施設入所支援 187 人 191 人 195 人 

相
談
支
援 

計画相談支援 475 人 535 人 595 人 
地域移行支援 -*1 -*1 -*1 
地域定着支援 2 人 1 人 1 人 

障
害
児
通
所
支
援
等 

児童発達支援 3,465 人日分(391 人) 3,566 人日分(427 人) 3,667 人日分(465 人) 
医療型児童発達支援 -*1 -*1 -*1 
放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 6,795 人日分(647 人) 6,819 人日分(695 人) 6,843 人日分(746 人) 
保育所等訪問支援 39 人日分(15 人) 79 人日分(22 人) 160 人日分(33 人) 
居宅訪問型児童発達支援 -*1 -*1 -*1 
障害児相談支援 51 人 53 人 55 人 
医療的ｹｱ児に対する関連分野の支
援を調整するｺー ﾃ゙ ｨﾈー ﾀー の配置人数 3 人 4 人 4 人 

     
サービスの種類 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

発
達
障
害
者
等
支
援 

ﾍﾟｱﾚﾝﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞやﾍﾟｱﾚﾝﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
等の支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ等の受講者数 11 人／年 11 人／年 11 人／年 

ﾍﾟｱﾚﾝﾄﾒﾝﾀｰ養成講座の受講者数 -*1 -*1 -*1 

ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾄの活動への参加人数 2 人／年 3 人／年 4 人／年 
精
神
障
害
に
も
対
応
し
た
地
域

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築 

協議の場の開催回数 2 回／年 2 回／年 2 回／年 
協議の場への関係者の参加人数 15 人 15 人 15 人 
協議の場における目標設定及び評価 -*2 -*2 -*2 
精神障害者の地域移行支援 -*1 -*1 -*1 
精神障害者の地域定着支援 2 人／月 1 人／月 1 人／月 
精神障害者の共同生活援助 80 人／月 95 人／月 113 人／月 
精神障害者の自立生活援助 -*1 -*1 -*1 

＊1 「－」は、令和元年度実績がないため。 

＊2 「－」は、現在、目標設定・評価方法を検討中のため。 

10

10 
 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

協議の場の開催回数 令和 3 年度ねん 2 回、令和 4 年度ねん 2 回、令和 5 年度ねん 2 回 

協議の場への関係者の参加人数 令和 3 年度 15 人、令和 4 年度 15 人、令和 5 年度 15 人 

協議の場における目標設定及び評価 目標設定・評価方法を検討中のため見込量を設定しない 

 

精神障害者の地域移行支援 令和がん年度実績がないため見込量を設定しない。 

精神障害者の地域定着支援 令和 3 年度月 2 人、令和 4 年度月 1 人、令和 5 年度月 1 人 

精神障害者の共同生活援助 令和 3 年度月 80 人、令和 4 年度月 95 人、令和 5 年度月 113 人 

精神障害者の自立生活援助 令和がん年度実績がないため見込量を設定しない。 

 

２番 地域生活支援事業 

 

理解促進研修・啓発事業 令和5年度まで継続して実施 

自発的活動支援事業 令和5年度まで継続して実施 

 

相談支援事業 

障害者相談支援事業（実施箇所数） 令和3年度4か所、令和4年度4か所、令和5年度4か所 

基幹相談支援センター 令和5年度まで継続して実施 

基幹相談支援センターとう機能強化事業 令和5年度まで継続して実施 

住宅入居とう支援事業 令和5年度まで継続して実施 

成年後見制度利用支援事業 令和3年度ねん39件、令和4年度ねん47件、令和5年度ねん55件 

成年後見制度法人後見支援事業 令和5年度まで継続して実施 

意思疎通支援事業 

手話通訳者派遣事業 令和3年度ねん1,083件、令和4年度ねん1,129件、令和5年度ねん1,177件 

要約筆記者派遣事業 令和3年度ねん12件、令和4年度ねん13件、令和5年度ねん14件 

手話通訳者設置事業(登録者数) 令和3年度31人、令和4年度32人、令和5年度33人 

 

日常生活用具給付とう事業 

介護・訓練支援用具 令和3年度ねん26件、令和4年度ねん31件、令和5年度ねん37件 

自立生活支援用具 令和3年度ねん21件、令和4年度ねん16件、令和5年度ねん13件 

在宅療養とう支援用具 令和3年度ねん43件、令和4年度ねん47件、令和5年度ねん51件 

情報・意思疎通支援用具 令和3年度ねん89件、令和4年度ねん93件、令和5年度ねん96件 

排泄管理支援用具 令和3年度ねん6,743件、令和4年度ねん6,995件、令和5年度ねん7,255件 

居宅生活動作補助用具(住宅改修費)  令和3年度ねん5件、令和4年度ねん5件、令和5年度ねん5件 

 

手話奉仕員とう研修事業（登録見込み者数)  令和3年度2人、令和4年度2人、令和5年度2人 

手話奉仕員とう研修事業（講座開催回数） 令和3年度ねん124回、令和4年度ねん124回、令和5年度ねん124回 

要約筆記者養成研修事業（講座開催回数)  令和3年度ねん43回、令和4年度ねん43回、令和5年度ねん43回 

点訳奉仕員・音訳奉仕員養成研修事業(受講者数)  令和3年度25人、令和4年度25人、令和5年度25人 
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移動支援事業（利用者数） 令和3年度190人、令和4年度195人、令和5年度197人 

移動支援事業（延べ利用時間数） 令和3年度ねん19,500時間、令和4年度ねん20,013時間、令和5年度ねん20,531時間 

地域活動支援センター（実施箇所数） 令和3年度7か所、令和4年度7か所、令和5年度7か所 

地域活動支援センター（利用者数） 令和3年度3,164人、令和4年度3,045人、令和5年度2,930人 

訪問入浴サービス事業（派遣回数） 令和3年度ねん660回、令和4年度ねん670回、令和5年度ねん680回 

点字・声の広報とう発行事業（利用者数） 令和3年度57人、令和4年度57人、令和5年度57人 

日中一時支援事業（利用者数） 令和3年度ねん136人、令和4年度ねん141人、令和5年度ねん146人 

 

３番 障害児の子ども・子育て支援とう 

幼稚園 令和3年度96人、令和4年度100人、令和5年度102人 

保育所 令和3年度294人、令和4年度300人、令和5年度305人 

認定こども園 令和3年度18人、令和4年度18人、令和5年度18人 

地域型保育事業所 令和3年度1人、令和4年度1人、令和5年度1人 

認可外(地方単独事業) 該当する施設の予定がないため見込量はない。 

放課後児童健全育成事業 令和3年度112人、令和4年度117人、令和5年度113人 

障害児の子ども・子育て支援とうについては、いずれの施設も利用見込量と同数の提供体制を確保する見込み。 
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